
京都府産木材認証制度実施要綱の運用について

平成29年４月３日９林第208号林務課長通知

平成30年４月25日30林第359号林務課長通知

令和元年12月27日元林第694号林業振興課長通知

（最終改正）令和３年３月23日３林第153号林業振興課長通知

第１ 目的

京都府産木材認証制度実施要綱（平成16年12月28日６林第597号農林水産部長通知）

（以下「要綱」という）の運用に当たり必要となる事項について次のとおり定める。

第２ 京都府産木材認証

京都府産木材認証は、原則として、京都府産木材であって、その生産、加工及び流

通（輸送及び保管をいう。以下同じ。）のすべてが、取扱事業体によって行われ、その

経過が荷渡票等により確認できる木材に対して、指定認証機関が行う。

第３ 京都府産木材証明

京都府産木材証明は、原則として、京都府産木材であって、その生産、加工及び流

通のすべてが、取扱事業体又は指定認証機関による認定及び登録を受けた事業体によ

って行われ、その経過が荷渡票等により確認できる木材に対して、指定認証機関が行

う。

第４ 取扱事業体認定の特例

要綱第12条第１項の別に定める場合とは、やむを得ない場合において取扱事業体以

外の者が取扱事業体（第４の(3)の要件に該当するものを除く。）の委託を受けて京都

府産木材の生産、加工又は流通を行う場合とする。

２ １の場合において京都府産木材を扱う取扱事業体以外の者（以下「賃加工業者等」

という。）は、委託者の監督の下において、京都府産木材の分別管理を適切に行わなけ

ればならない。

３ 賃加工業者等による京都府産木材の取扱に不正があるときは、その責任は委託者の分

別管理責任に帰するものとする。

４ 委託者は、賃加工業者等の名称、委託の条件等が分かる書類により委託業務の内容を

明らかにしておかなければならない。

附則

１ この運用は、平成29年５月１日から施行する。

２ 平成19年４月９日付け９林第153号林務課長通知は廃止する。

附 則（平成30年４月25日30林第359号林務課長通知）

（施行期日）

１ この運用は、平成30年４月25日から施行する。

附 則（令和元年12月27日元林第694号林業振興課長通知）

（施行期日）

１ この運用は、令和元年12月27日から施行する。

附 則（令和３年３月23日３林第153号林業振興課長通知）



（施行期日）

１ この運用は、令和３年４月１日から施行する。


